
 
 
 
 
 

令 和 ４ 年 ３ ⽉  
⼭⼝県⼟⽊建築部 

 
令和３年 12 ⽉１⽇以降⼭⼝県⼟⽊建築部が発注する⼟⽊系⼯事の産業廃棄物等の運

搬に係る単価に関して（産業廃棄物等の運搬に係る単価について（2021 年 11 ⽉ 19
⽇））、このたび、別紙２「産業廃棄物等の運搬に係る単価の使⽤に関する留意事項＜発
注者向け＞」の⼀部を以下のとおり変更しましたので、お知らせします。 
 
１ 変更内容 

別紙２「産業廃棄物等の運搬に係る単価の使⽤に関する留意事項＜発注者向け＞」 
 ※詳細は別添「新旧対照表」のとおり。 

 

２ 適⽤基準⽇ 
  令和４年４⽉１⽇以降、⼊札公告⼜は指名通知する⼯事に適⽤します。ただし、条

件付き⼀般競争⼊札（事前審査⽅式）で⼊札参加者から⾒積を徴収する場合は、令和
４年４⽉１⽇以降に⼊札参加資格審査結果を通知するものに適⽤します。 

 

３ その他 
産業廃棄物等の運搬に係る単価は、「公共⼯事設計労務・資材単価表」に掲載してい

ます。 
 
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/tanka/kouhyou-tanka.html 
（ 組織で探す ＞ 技術管理課 ＞ 労務・資材単価・トップページ ） 
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